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警備業法上のオンライン申請の対象手続拡大について

謹　啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会の運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、警察庁において、令和３年６月１日から警備業法上の申請手続の一部がオンラインでできる「警察行政手続サイト」が運用されて参りました。
このたび警備業法上のオンラン申請の対象手続きが拡大され、e-Gov電子申請サイトからオンラインで申請ができるようになります。
e-Gov電子申請を初めて利用するにはe-Govアカウントの取得、ブラウザの設定、アプリケーションのインストールが必要となりますので、必要に応じて、下記URLにアクセスし、利用の準備を進めて頂くようお願い申し上げます。
なお、従来の「警察行政手続サイト」については、令和７年１２月１５日に運用が停止される予定となっておりますのでご注意ください。
つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、本件について、管内加盟警備業者に周知頂きますようお願い申し上げます。
謹　白

記

１　運用開始日時
令和７年１２月１５日(月)

２　対象となる手続
　　別添「警察行政手続一覧」参照

３　e-Gov電子申請サイトのURL
https://shinsei.e-gov.go.jp/

以上
